
247

64

印刷用

247

担当課

内 線 課 №

● 自 継続 ～ 至

●
【事務事業・第８次総合計画進捗管理】

目
標
値

73 

H18年度より、すべての児童
クラブを委託方式とする。

小学校は44校で45校舎

 

53 

約1,600人約1,500人

17  

 

73 

H22予算要求
予定額

 

H21予算要求
予定額

38箇所／44校区
約11,000人

40箇所／44校区
約11,000人

39箇所／44校区
約11,000人

 

17 

事　業　内　容

・放課後児童クラブの設置
　保護者会に運営委託
・専用施設1箇所設置

平成２１年度

事　業　内　容

・放課後児童クラブの設置
　保護者会に運営委託
・専用施設1箇所設置

489 

-247-

事 業 費 （ 百 万 円 ）

※百万円未満の事業費は、百万円に切り上げています。

H19決算額

119 

66 

 

H20予算額

72 

 

効　果
(ｱｳﾄｶﾑ)

児童クラブ利用児童数

特記事項

活動の指標
(ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ)

児童クラブ設置箇所数／小学校数
小学校児童数

財源内訳
(ｲﾝﾌﾟｯﾄ)

そ の 他 （ 使 用 料 ）

起 債 （ ）

220407

事 業 の 目 的 平成１９年度

事　業　内　容

事 業 区 分 22-04-07

109ページ

基 本 計 画

章 名 第２章　自然と社会が調和した環境づくりと安心でいきいきとした暮らしづくり

施策№新規 継続

該当ページ

夢があり誇りのもてる20万都市づくりビジョン

第４　子育て環境の充実

ハード ソフト 実施 (補助 ) 期間

事 業 の 概 要

　昼間保護者が就労のため家にいない小学校児童を授業の終了
後預かり、適切な遊び及び生活の場を与えることで児童の健全育
成を図る。

・放課後児童クラブの設置
　保護者会に運営委託

　小学校児童を学校の余裕教室や専用施設で預かり、遊びや集
団生活の場を提供する。

事 業 の 対 象 者 （ 交 付 先 ）

　小学校児童・保護者

施 策 名 ⑦放課後児童クラブの整備

細 節 名

一般会計 実 施 主 体 市

根 拠 法 令 等

総　　　　　合　　　　　計　　　　　画

ソ フ ト ・ ハ ー ド の 区 分

節 名

第８次鳥取市総合計画「実施計画」

事 業 名 放課後児童対策事業

学校教育課教育委員会担 当 部会 計 区 分

65020

関 係 課

担 当 係 学務係 5106

1,165人 約1,400人

35箇所／44校区
10,765人

注意事項

18 

平成２０年度

事　業　内　容

・放課後児童クラブの設置
　保護者会に運営委託

備　　考
平成２２年度

9 

73 

172 145 

基本計画の政策目標　　　　　（平成１６年度→２２年度）

放課後児童クラブ実施箇所数　　　３３校／４８校　　→　　４８校／４８校

第２節　安心でいきいきとした暮らしづくり

一 般 財 源

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

9 

（注１）
　事業内容は、①緊急
性、②地域の実情、③
効果、④熟度、⑤有利
財源の確保の観点によ
り、毎年ローリング
（見直し）する中で変
更していくことがあり
ます。

（注２）
　事業費（財源内訳）
は、社会経済情勢の推
移や行財政改革の推
進、中長期的な財政事
情などにより、毎年
ローリングする中で見
直しを行い、当該年度
の予算編成で精査する
こととなります。

219 

34 

 

172 

73 218 

H20～H22合計

小学校は44校で45校舎 小学校は44校で45校舎

 

73 


